
低層住宅地

中規模一般住宅、ア
パートが混在する住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 80 100 100 低層住宅地

-

１中専(60,200)

町人口は減少傾向が鮮明になりつつあり、高齢化率も県平均超の
ペースで上昇。旧来市街と郊外・新興地域で市況格差が広がって
いる。

農地転用等の新規供給が比較的少ないため、郊外住宅地域の市況
は依然として引き締まっている。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、１年以内に町内で生起した４事例により試算し、市場実態の具現性が高い価格が求められたと判断する。
収益還元法は非適用となったが、当該地域のアパート等は旧来地主の供給が多く、賃料に土地の元本コスト、資産リスクが
十分に織り込まれていない実態がある。当該基準地は地価公示の代表標準地であることから、鑑定評価額は、地価公示価格
からの変動率について検討のうえ、比準価格をもって決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

高屋地区の区画整理事業に伴う道路整備で県道へのアクセスが向上した。郊外住宅地域としての競争力は高まっており、地
価の堅調推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 51,300 円／㎡

公示価格 51,100円／㎡

標準地番号 北方 3-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

穂積駅
北 3.9km

穂積
3.9km

(8)

北6m町道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特になし 基準方位北、６ｍ
町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

190

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

51,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6 -0.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

本巣郡北方町柱本南１丁目２８０番外

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 13日平成 28年 7月 1日

9,690,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 51,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、北方町全域及び瑞穂市・本巣市・岐阜市の隣接地域と判定する。需要の中心は、自動車を複数保有する２０
代後半から４０代前半の子育て世代であり、価格形成要因は小学校の通学条件などが重視され、横並び２台以上の駐車スペ
ースを備えた画地が標準的である。中心価格帯は、土地が９００万～１２００万円、新築建売が２２００万～２８００万円
である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

北方（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

北方（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定

前田　和彦



低層店舗地

県道沿いに新しい店
舗、営業所等が散在
する路線商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 150 0 50 低層店舗地

-

近商(90,200)
準防

北方町役場の新築移転、新庁舎南側の再開発等投資が盛んで、岐
阜県内では住宅等の需要が強い地域と認められる。

新規店舗の進出は無く、地域要因に大きな変動は見られない。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸店舗等も見受けられるが、土地取引は自用目的のものが中心で、収益物件の取引は皆無に近い。よって、市場
性を反映した比準価格を中心とし、収益価格を参考の上、標準地との検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

事務所
ＬＳ２

県道沿いの路線商業地域ではあるが空地、農地も認められ新規の店舗、事務所の進出は無い。商業地の核が無いこともあり、
今後も現状程度にて推移して行くものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 58,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

57,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

北方 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-10.4

+0.3

-15.1

+7.2

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

穂積駅
北 4.6km

穂積
4.6km

(8)

北22m県道

近商
(80,200)
準防

（その他）　　　　
(90,200)

農地、空地も多く残されて
いる。

２２ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

233

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

59,000 円／㎡

32,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

47,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5 ％ ％

81.8 ］

99.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

本巣郡北方町天狗堂１丁目３番

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

57,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

北方 -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+3.0

+14.8

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.8

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

70,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

115.9 ］

98.3［ ］ 100［ ］

102.8［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 24日 正常価格

平成 28年 7月 15日平成 28年 7月 1日

13,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 57,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

46,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、北方町、瑞穂市北部、岐阜市西部の幹線道路沿い及びその背後地である。飲食点、小売・日用サービスの店
舗が多いが、通過道路となっているため新規の店舗進出は無く地価下落が続いている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

北方（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

北方（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　足立事務所

足立和弘



低層店舗地

営業所、店舗等が多
く農地も残る路線商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 0 100 100 低層店舗地

-

準工(60,200)

価格重視の消費者行動が根強く、ネット通販も拡大。飲食・小売
の低価格店舗が構成主体となる地方の路線沿いはデフレ商況が続
く。

地域中核の大型商業施設を運営する総合小売がコンビニ大手と経
営統合。スーパー業界の苦境が改めてクローズアップされた。

個別的要因に変動はない。

比準価格は３事例による試算となったが、規範性の高い事例を吟味し、説得力のある価格が得られた。当該商圏の商業建物
は自己使用の店舗、併用店舗が大半で、貸し店舗は地主の供給が多く、賃料に元本コスト、資産リスクが反映されにくい実
態がある一方、自己使用事例に基づく比準価格には商業収益性の反映が不十分な可能性がある。したがって、鑑定評価額は、
比準価格を標準として収益価格を関連づけ、地価公示地との検討を踏まえ、上記のとおりに決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

県道向かいで大型施設を運営する大手スーパーはコンビニ大手との合併が決まったが、スーパー業界の不調を露呈。同一路
線沿いの店舗では価格重視のデフレムードが残っており、地価も弱含みの動きを予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 70,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

69,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

瑞穂 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-0.6

+5.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

穂積駅
北 4.6km

穂積
4.6km

(8)

東16m県道､
背面道

準工
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

大型商業施設も立地する路
線商業地域

１６ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

689

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 35.0 ｍ、　規模 450  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

70,400 円／㎡

38,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

71,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.7％ ％

105.4 ］

99.3［ ］ 102.8［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

本巣郡北方町平成８丁目２８番外

+6.0

-3.0

二方路

不整形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 13日平成 28年 7月 1日

47,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 69,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、北方町及び本巣市南部、瑞穂市北部、岐阜市中西部で形成される圏域と判定する。典型的な需要業種は、飲
食、小売、日用サービスである。規模、投資額、敷地の権利関係など出店・立地形態はまちまちであるが、ロードサイドは
借地の平家店舗が多い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

北方（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

北方（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定

前田　和彦


